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平成２５年度さぬき市学校給食共同調理場運営委員会 会議要旨 

 

１ 日 時  平成２５年１１月２７日（水） 午後１時３０分～午後３時 

２ 場 所  大川学校給食共同調理場 ２階 会議室 

３ 出席者  【委 員】安藤正倫  細川正浩  夏田安晴  藤田 学 

            藤明洋和  本間立治  廣瀬 強  多田敬三  

            阿部貢久  佐伯ますみ 山下節子  清水義樹 

            六車正徳   

       【事務局】谷 訓昌  吉見哲也  末澤 操  髙尾隆子 

            井口紗矢香  

４ 欠席者  【委 員】大眉篤司  大江政彰  石原行延  間嶋行造 

            久保訓子  和田浩二 

５ 傍聴者  無し 

６ 議 題  議題１ 学校給食実施状況について 

       議題２ 学校給食費の改定について 

       議題３ その他 

７ 会議の内容 

発言者 意 見 概 要 

事務局 ただ今から、平成２５年度さぬき市学校給食共同調理場運営委員会を開催しま

す。 

本日の会議は、公開で行うこととなっていますが、傍聴がありませんので、報

告します。なお、会議の結果概要を市のホームページに掲載予定であること、及

び市ケーブルテレビの取材を許可していることを申し添えます。 

委員１９名中１３名が出席しており、半数以上が出席であることから、さぬき

市学校給食共同調理場設置条例施行規則第５条２項の規定により会議が成立す

ることを報告いたします。 

議事に移る前に、調理場内の見学をしていただきます。 

全員 （２階見学通路から調理場内見学及び説明） 

事務局  会議を再開します。 

（人事異動等により新たに就任した委員に、教育長から委嘱状を交付） 

（委員及び事務局職員の紹介） 

教育長 （挨拶） 

事務局  委員長及び副委員長が、任期途中で退職となったため、新たな委員長及び副委

員長を選任する必要があります。さぬき市学校給食共同調理場設置条例施行規則

第４条１項の規定により委員の互選により定めることとなっていますが、どうし

ますか。 

委員 （事務局一任） 
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事務局 委員長及び副委員長は、これまで小中学校長の代表にお願いしています。前任

の委員長及び副委員長の在籍校の校長として、委員長には、さぬき南中学校の夏

田校長、副委員長には神前小学校の廣瀬校長にお願いしたいと思いますが、いか

がでしょうか。 

委員 （異議無し） 

委員長、副委員長 （挨拶） 

事務局 さぬき市学校給食共同調理場設置条例施行規則第５条１項の規定により、会議

の議長を夏田委員長にお願いします。 

委員長  「議題１ 学校給食実施状況について」の説明を事務局からお願いします。 

事務局  （資料に基づき、学校給食実施組織、決算額実施状況、給与栄養量、食に関す

る指導、地産地消の取組、学校給食費滞納状況及び滞納対策について説明） 

委員長  御質問、御意見等はありますか。 

委員長  特に無いようですので、「議題２ 学校給食費の改定について」の説明を事務

局からお願いします。 

事務局  教育長から、平成２５年１１月２０日付けで学校給食費の額の改定について諮

問を受けているので、審議をお願いします。 

 （資料に基づき、改定案等について説明） 

委員長 子どもたちが楽しみにしているものが減らないよう、改定が必要かと思います

が、御質問、御意見等はありますか。 

委員  学校給食で使用する食材は、市学校給食用物資選定委員会で、安くておいしい

ものを、産地や品質、内容・成分など安全・安心面をも考慮しながら選定してい

ます。学校給食は、味覚や望ましい食習慣の形成にとって大変大切なものである

し、子どもたちは学校生活の中で最も楽しみにしているものの一つです。おいし

い給食を食べることで、午後からの頑張りにつながっている子どもも多いので、

内容を充実させていくためにも、案程度の改定は必要だと思います。 

また、保護者が負担している学校給食費は全て食材購入費に充てられている旨

を、お知らせ文書等により説明し、理解を得る必要があると思います。 

委員  保護者にとって値上げは経済的な負担にはなりますが、保護者が負担している

学校給食費は食材購入費のみであり、全額が子どもたちに還元されるものです。

現在のままの学校給食費では、デザート等の楽しめる部分が少なくなってしまう

との説明ですが、多くの保護者は子どもたちが生き生きと楽しく給食を食べるこ

とができることを望んでいると思います。子どもたちが楽しみにしている給食を

充実するため、高松市並みに引き上げても構わないし、消費税率引上げ分だけで

なく、物価上昇分も含めた改定でも良いと思います。 

委員  学校給食は、幼稚園生活の大きな部分を占めていて、成長に伴って食べる量も

多くなっていきます。デザート等子どもが好きな食べ物を最後に食べるよう指導

することで、少しずつ嫌いなものが食べられるようになり、頑張って食べさせる
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ことの動機付けになっています。デザート等の楽しめる部分を減らさないように

するためにも、平成２７年１０月からの消費税率引上げ分を含めた改定でも良い

と思います。消費税率の改定がきっかけではあるが、この機会に将来を見据えた

対応が必要だと思います。 

委員 

 

 平成２７年１０月に再度の消費税率引上げが予定されていますが、その時点で

再度、学校給食費を改定するのではなく、今回の改定にあわせて対応してはどう

でしょうか。 

委員長 賛成意見ばかりですが、反対意見がありましたら発言をお願いします。 

平成２７年１０月に予定される次期消費税率の引上げ分をも含めて改定して

はどうかとの意見がありますが、事務局ではどのように考えていますか。 

事務局  まずは、今回審議いただいている案で平成２６年４月から１年間実施してみ

て、食材価格の動向や給食内容の状況等を見極めた上で、次に消費税率が引き上

げられた際の対応を改めて御協議いただきたいと考えています。 

委員長 

 

 採決をします。 

案のとおり、来年度から、１食当たりの単価を、幼稚園で５円、小学校で１０

円、中学校で１５円値上げし、幼稚園２１５円、小学校２５０円、中学校２８５

円とすることに賛成の方は挙手をお願いします。 

委員 （全員挙手） 

委員長  全員の賛成により、当運営委員会の意見として、平成２６年４月から、学校給

食費の１食当たり単価を幼稚園２１５円、小学校２５０円、中学校２８５円と決

定します。 

事務局 

 

 委員長から教育長に対し、答申書を提出する必要があり、今後、原案の調製に

ついて委員長及び副委員長に一任できるようお取り計らいいただきたい。 

委員長  ただ今の事務局提案について、いかがでしょうか。 

委員  （異議無し） 

委員長  「議題３ その他」について、事務局から説明をお願いします。 

事務局  （志度学校給食共同調理場改修事業の進捗状況及び学校再編による今後の学校

給食の対応について説明） 

委員長  御質問、御意見等があれば発言をお願いします。 

委員長  無いようですので、本日の議事を終了し、議長を退任させていただきます。御

協力ありがとうございました。 

教育部長  （閉会挨拶） 

事務局  以上で、平成２５年度さぬき市学校給食共同調理場運営委員会を閉会します。 

 


